
ワーキンググループの設置について

・ ワーキンググループは、がん、小児、循環器の３領域の専門家で構
成し、その他の領域（例：精神・神経、臓器移植など）については、品
目に応じて、随時専門家を選定する。

・ ワーキンググループの専門家は、各領域における医薬品の研究
開発及び治験制度に精通した者を座長が指名し、検討会議に報告
する。

・ メンバーは、検討品目に関して関与又は特別の利害関係を有する
場合は座長に申し出ることとし、関与等がある場合は、当該品目に
ついて発言することができない。
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